
市 政 報 告

令和 3 年 6 月 8 日

第 2 回市議会定例会

令和 3 年第 2 回市議会定例会に当たり、市政の主なものについてご報告申し

上げます。

はじめに、「新型コロナウイルス感染症に対する本市の対応」について申し上

げます。

国は、感染力の強い変異株の流行が懸念される中、本年 5 月 15 日に北海道な

ど 9 つの都道府県に発令した「緊急事態宣言」の期限を 5 月末から 6 月 20 日ま

で延長することとしました。

市としましては、本年 5 月 16 日に「市長緊急メッセージ」を表明するととも

に、5 月 15 日及び 28 日の対策本部会議において、北海道における医療体制の

ひっ迫や空知管内での急速な感染拡大による厳しい状況を踏まえ、感染拡大防

止に向けて、公共施設等の利用制限など危機感をもって必要な対策を強化した

ところであります。

このため、本定例会におきましては、長期化する感染症の状況を踏まえ、経

済対策として、プレミアム商品券「がんばろう！びばい応援券」の発行や「び

ばい新事業チャレンジ支援金交付事業」に取り組むほか、感染症対策として、

高規格救急自動車に「自動式心臓マッサージ機」及び「アイソレーター」を追

加配備するなどの補正予算を提案するものであります。

今後とも、市民の皆様が一日でも早く通常の生活や事業活動を取り戻すこと

ができるよう、引き続き、職員一丸となって「市民の命と暮らしを守る」対策

を切れ目なくしっかりと講じてまいります。

次に、「新型コロナウイルスワクチンの接種」について申し上げます。

ワクチン接種の予約受付につきましては、4 月 22 日に 75 歳以上の高齢者の

方へ接種券を送付し、5 月 6 日から市内各医療機関や市が設置した「美唄市コ

ロナワクチン接種予約センター」で予約受付を開始しました。

さらに 5 月 20 日には、65 歳以上 75 歳未満の高齢者の方へも接種券を送付し、

現在、全ての高齢者の方を対象に予約受付を行っています。

ワクチン接種の状況につきましては、5 月 17 日からは市内各医療機関の個別

接種を開始し、5 月 24 日からは市体育センターでの集団接種を行っており、

6 月 3 日現在、予約を申込まれた高齢者の方 6，958 人のうち、1 回目の接種を終

えられた方が 2,815 人で、接種率は約 40 パーセントとなっています。

なお、接種を希望される高齢者の方につきましては、7 月末で 2 回の接種を

終えることができるよう取り組んでまいります。



今後につきましても、65 歳未満の方を対象に接種を進め、美唄市医師会や市

内各医療機関のご協力をいただきながら、10 月までに接種を希望する全ての市

民の皆様が接種を円滑に終えることができるよう取り組んでまいります。

次に、「株式会社ホワイトデータセンターの設立」について申し上げます。

昨年 7 月に空知団地譲渡に係る契約を締結しました株式会社共同通信デジタ

ルは、本年 4 月 1 日、本市に「株式会社ホワイトデータセンター」を設立し、

4 月 23 日、事業に参画する 3 社とともに、市役所で創業発表会を行いました。

同社の設立は、雪という自然エネルギ―を活用した最先端のデータセンター

事業を核として、サーバの廃熱を活用した食料生産事業やバイオマス、太陽光

などによる電力供給事業など、持続可能な社会を世界的レベルで実現するため

に国連で合意された「ＳＤＧｓの推進」につながるものであり、あわせて国が

2050 年までに目指しているカーボンニュートラル「脱炭素社会の実現」に貢献

するものとして、各界から大きな期待が寄せられているところであります。

市としましても、引き続き同社と連携を図り、新たな時代の変化に対応した

「美唄らしい地域資源を活かしたまちづくり」の推進に取り組んでまいります。

次に、「大規模水道事故」について申し上げます。

水道事故の対応につきましては、これまで給水の安定確保に向けた復旧工事

等に早期着手するとともに、去る 6 月 4 日、市関係者のほか「国立研究開発法

人・寒地土木研究所」及び「一般財団法人・北海道建設技術センター」の外部

技術専門家を構成員とした「美唄市水道事故調査検討委員会」の 1 回目の会議

を開催しました。

今後、緊急事態宣言解除後に事故現場の視察及び現地調査を行う予定であり、

事故の原因究明及び今後の防止対策に取り組んでまいります。

次に、「令和 2 年度各会計決算概要」について申し上げます。

各会計のうち、一般会計、市民バス会計、国民健康保険会計、下水道会計、

介護保険会計、介護サービス事業会計及び後期高齢者医療会計は 5 月 31 日をも

って、また、市立美唄病院事業会計、水道事業会計及び工業用水道事業会計は

3 月 31 日をもって、それぞれ出納を閉鎖しました。その概要は、別紙のとおり

であります。

一般会計におきましては、除排雪経費の増加等による収支不足額に充てるた

め財政調整基金を取り崩した結果、実質収支で 3 億 2,904 万円の黒字決算とな

りました。

今後におきましても、持続可能な行財政運営に向けて、より一層取り組んで

まいります。

以上、申し上げまして報告を終わります。



（単位：千円）
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